
 

　　　令和７年度三沢市犯罪被害転居費助成金交付要綱 

（令和７年３月１９日） 

　（趣旨） 

第１条　三沢市は、犯罪被害により転居を余儀なくされた犯罪被害者及び遺族

の経済的負担の軽減を図るため、三沢市犯罪被害転居費助成金（以下「助成

金」という。）を交付するものとし、その交付については、この要綱の定め

るところによる。 

（定義） 

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 犯罪行為　人の生命又は身体を害する罪に当たる行為（刑法（明治４

０年法律第４５号）第３７条第１項本文、第３９条第１項又は第４１条

の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第３５条若しくは

第３６条第１項の規定により罰せられない行為及び過失による行為又は

性犯罪を除く。）をいう。 

(2) 性犯罪　刑法第１７６条から第１８１条まで又は第２４１条に規定す

る犯罪をいう。 

(3) 犯罪被害　日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機

内において行われた犯罪行為による死亡若しくは重傷病又は性犯罪によ

る被害をいう。 

(4) 重傷病　療養に１月以上の期間を要する身体上の負傷又は疾病をい

う。 

(5) 転居　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第２３条の規定に基

づく転居をいう。 

(6) 犯罪被害者　犯罪被害を受けた者であって、犯罪被害時に市内に住所又

は居所を有していたものをいう。 

(7) 配偶者　犯罪被害者と婚姻関係にある者をいう。この場合においては、

婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は地方

公共団体が交付するパートナーシップに係る証書の交付を受けた者を含



む。 

(8) 遺族　犯罪被害者が犯罪行為により死亡した場合の配偶者又は犯罪被害

者の２親等以内の親族であって、犯罪被害時に市内に住所又は居所を有し

当該犯罪被害者と同居していたものをいう。 

（助成対象） 

第３条　助成金の交付対象となるのは、次の各号に掲げるいずれかに該当するも

のとする。 

(1) 犯罪行為又は性犯罪により犯罪被害時の住居が損壊し、又は汚損した

場合 

(2) 近隣住民による嫌がらせ等の二次被害又はそのおそれがある場合 

(3) 再被害又はそのおそれがある場合 

(4) その他犯罪被害時の住居における生活に支障があると市長が認める場

合 

２　助成金の交付は、一の犯罪被害の事案につき１回とする。 

（対象経費） 

第４条　助成金の交付の対象となる経費（以下「対象経費」という。）は、次

に掲げるものとする。 

(1) 引越しに係る運送費 

(2) 新たな住居に入居する際に要する敷金、礼金、仲介手数料、保証料等 

(3) 前各号に掲げるものの他、市長が特に必要と認める経費 

（助成金の額） 

第５条　助成金の額は、対象経費の実支出額の合計額又は２０万円のいずれか

少ない額とする。 

（申請書等）  

第６条　助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、三沢

市犯罪被害転居費助成金交付申請書（様式第１号）に、次の各号に掲げる申

請者の区分に応じ当該各号に定める書類を添付し市長に申請するものとする。 

(1) 犯罪被害者　次に掲げる書類 

ア　犯罪被害時に市内に住所又は居所を有していたことが証明できる書

類 



イ　犯罪被害者の負傷の状態及び療養に係る日数に関する医師若しくは

歯科医師の診断書又はその他の証明書 

(2) 遺族　次に掲げる書類 

ア　犯罪被害時に市内に住所又は居所を有し当該犯罪被害者と同居して

いたことが証明できる書類 

イ　犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書、又はその他犯罪被害者の死

亡の事実及び死亡の年月日を証明する書類 

ウ　申請者と犯罪被害者との続柄を証する戸籍の謄本、抄本、又はその

他の地方公共団体の長が発行する証明書（申請者が第２条第７号後段に

規定する者である場合は、それを証明する書類） 

２　市長は、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。 

３　申請者は、市の保有する公簿、他の犯罪被害に関連する支援の申請で提出

した書類等により内容を確認すること及び関係機関へ照会することに、同意

の意思を示して申請する場合は、第１項各号に定める添付書類を省略するこ

とができる。 

４　申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申請者の２親等以内

の親族が、本人に代わって申請することができる。 

(1) 精神上の障がい等により事理を弁識する能力が著しく不十分である者 

(2) 前号のほか申請することが困難であると市長が認める者 

５　助成金の交付の申請は、転居をする前に行うものとする。ただし、やむを

得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。 

６　助成金の申請は、当該犯罪被害が発生した日から１年を経過したときは、

することができない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めるとき

は、この限りでない。 

（交付の決定） 

第７条　市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、当該申請に係

る書類を審査し、助成金を交付することを決定したときはその旨を、助成金

を交付しないことを決定したときは理由を付してその旨を三沢市犯罪被害転

居費助成金交付審査結果通知書（様式第２号）により申請者に通知するもの

とする。 



（交付の制限） 

第８条　三沢市は、次に掲げる場合に助成金を交付しないことができるものと

する。 

(1) 犯罪被害者が、犯罪行為を容認し、又は誘発した場合 

(2) 犯罪被害者又は遺族が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う

おそれがある組織に属していた場合 

(3) 犯罪被害時において、犯罪被害者と加害者との間に３親等内の親族

（配偶者含む。）の関係があった場合（婚姻を継続し難い重大な事由が

生じていた場合その他の当該親族関係が破綻していたと認められる事情

がある場合又はこれと同視することが相当と認められる事情がある場合

及び犯罪被害者と加害者との間の親族関係にあっては、加害者が人違い

によって又は不特定の者を害する目的で当該犯罪被害者に対して当該犯

罪行為を行ったと認められる場合を除く。） 

(4) 犯罪被害者又は遺族が、犯罪行為に対する報復として、加害者その他

の加害者と密接な関係にある者の生命を害した場合又は身体に重大な害

を加えた場合 

(5) その他助成金の交付を行うことが社会通念上適切でないと市長が認め

る場合 

（助成金の請求） 

第９条　第７条の規定による交付の決定（以下「交付決定」という。）の通知を

受けた者は、転居が完了したときは、領収書その他対象経費の支払いを証明

することができる書類を添付し、三沢市犯罪被害転居費助成金請求書（様式

第３号）を市長に提出して、助成金の請求を行うものとする。 

　（交付額の確定） 

第１０条　市長は、前条の規定による請求を受けた時は、その内容を審査し、

交付決定の内容に適合すると認めるときは、助成金の交付額を確定するとと

もに、犯罪被害転居費助成金交付額確定通知書（様式第４号）により通知す

るものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第１１条　市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の



交付決定を取り消し、既に助成金が交付されているときは、当該助成金を返

還させるものとする。 

(1) 交付決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付決

定を受けたこと。 

(2) 第８条各号のいずれかに該当すること 

（助成金の返還） 

第１２条　市長は、前条の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を

取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に助成金が

交付されているときは、三沢市犯罪被害転居費助成金返還命令書（様式第

５号）により期限を定め、返還を命ずるものとする。 

（委任） 

第１３条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

　　　附　則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 



様式第１号（第６条第１項関係） 

  

令和７年度三沢市犯罪被害転居費助成金交付申請書  

  　年  　月 　 日 

（あて先） 
三　沢　市　長 

（申請者）住  所 

氏  名（※）              

被害者との続柄 

電話番号  

 

   次のとおり、転居費助成金の交付を申請します。 

＜裏へつづく＞ 

 

 

被

害

者

氏名（フリガナ）
□申請者に同じ（フリガナ：　　　　　　　　　　）

 生　年　月　日 年　　　月　　　日

 被害時の住所 三沢市

 死亡年月日（死亡の場合） 年　　　月　　　日

 被害発生日 年　　　月　　　日

 
警察署の被害届等受理日

年　　　月　　　日

 （　　　　　）警察署　　受理番号（　　　　　　）

 あおもり被害者支援センターの相談支援 □ 受けた　　　□　受けていない

 

転居が必要

な事情

□住居が損壊し、又は汚損したため 

□二次被害又はそのおそれがあるため 

□再被害又はそのおそれがあるため 

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 

現住居

住所　三沢市 

□持家　　□賃貸住宅 

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 

転居後 

（予定）

住所　三沢市 

□持家　　□賃貸住宅　　□未定 

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

契約名義人（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



 

 

 

 

助成金交付事務において必要な事項について、市の保有する公簿、他の犯罪被害に関連

する支援の申請で提出した書類等により内容を確認すること及び関係機関へ照会するこ

とに同意します。  
  

氏名　　　　　　　　　　　　 
 

 備考  
１ 氏名（※）が申請者本人の自署によらない場合は、記名押印してください。 
２ 代理申請の場合は、代理人と申請者との続柄を証明することができる書類を添付して 

ください。

 被害者と申請者の転居前の同居の有無 □有　　　□無

 
対象経費

□運送費用　　□敷金　　□礼金　　□仲介手数料　　□保証料 

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



様式第２号（第７条関係）  

 

  

指　令　番　号 

  年　　月　　日 

    

 氏 名         　　　　   様  

  

三沢市長    　　　      ㊞  

   

令和７年度三沢市犯罪被害転居費助成金交付審査結果通知書  

   

年   月   日付で申請がありました三沢市犯罪被害転居費助成金につき

ましては、下記のとおり決定しましたので、通知します。  

  

記  

  

１ 転居費助成金の交付を決定します。                 

  

２ 次の理由により転居費助成金を交付できません。  

   （理由）  

  

  

 



様式第３号（第９条関係） 

 

  
令和７年度三沢市犯罪被害転居費助成金請求書  

  
 年 　　 月  　　日 

（あて先） 
三　沢　市　長 

  
（申請者） 

住  所　 
氏  名　　　　　　　　　　㊞ 

   
以下により、転居費助成金を請求します。  

   

 　備考  
１ この請求書を提出するときは、領収書その他対象経費の支払いを証明する

ことができる書類を添付してください。 

 転居費助成金交付審査結果通知書の

番号 三沢市指令第  　　     号

 
交 付 決 定 日 年　   月   　日

 
対  象  経  費  の  内  容

□運送費用 □敷金  □礼金  □仲介手数料  
□保証料  □その他（    　　 　   　  ）

 
請  求  金  額               　　　 　   円 

 

助

成

金

振

込

先

金融機関・支店名  

 

口座種別・口座番号 
普通 

 
当座 

  
 

 

口座名義人 

（フリガナ） 

 



様式第４号（第１０条関係） 

 

 

  
文　書　番　号 
年　　月　　日 

 
 
氏 名         　　　　   様  

 
三沢市長　　　　　　　　㊞ 

 
 
 

令和７年度三沢市犯罪被害転居費助成金交付額確定通知書 
 
 
 
　　　　年　　月　　日付けで請求のあった、三沢市犯罪被害転居費助成金について

は、下記のとおり額を確定しましたので通知します。 

 
 

記 
 
 

（単位：円） 

 

 交付決定 
助成金額

確　　定 
助成金額 
（Ａ）

交 付 済 
助成金額 
（Ｂ）

未交付額 
(Ａ)－(Ｂ) 備考

 



様式第５号関係（第１２条関係） 

  
 

指　令　番　号 
年　　月　　日 

 
 

氏 名         　　　　   様  

 
 

三沢市長　　　　　　　　印 

 
 
 

令和７年度三沢市犯罪被害転居費助成金返還命令書 
 
 
 

　　　　年　　月　　日付け、　　　第　　号で通知をした助成金（交付決定・確

定）については、令和７年度三沢市犯罪被害転居費助成金交付要綱第１１条の規定に

より当該交付決定の全部（一部）を取り消し、同要綱第１２条の規定により助成金の

返還を命ずる。 
 
 

記 

 
 
１　助成金返還額　　　　　　　　円 
 

 
２　取消しの理由 
 
３　助成金の返還期限　　　　　年　　月　　日 

 助成金決定額（交付決定・確定） 円

 助成金交付取消決定額 円


